
（２）要支援認定者が新規申請(区分変更申請)を行った場合のケアプランの流れ

要介護１以上
　届出書はサービス利用前までに居宅が提出している
ため、通常どおり認定審査会後、居宅介護支援費の請
求を行う。

要支援１
または２

　届出書は居宅が提出しており、包括はケアプラン作成
に関わっていないため、居宅が被保険者の介護予防
サービス計画を認定申請日に遡った自己作成の届出を
行った上で支援する。
　ただし、届出書を提出した居宅が、すでに委託を受け
て介護予防サービス計画を作成している実績があり、な
おかつ包括が確認し、委託の承認ができる場合につい
ては遡って計画を作成し、介護予防支援費を請求する
ことができる。

要介護１以上

　届出書は以前より包括で提出しているため、委託を行
わず包括で作成している場合は、被保険者の居宅サー
ビス計画を認定申請日に遡った自己作成の届出を行っ
た上で支援する。
　ただし、委託により以前より介護予防サービス計画を
作成している居宅が存在する場合は、その居宅が届出
書を提出することにより遡って計画を作成し、居宅介護
支援費を請求することができる。

要支援１
または２

　届出書は以前より包括で提出しているため、通常どお
り認定審査会後、介護予防支援費の請求を行う。

※１　暫定ケアプランの取扱いを行うにあたってはサービス利用前に届出書を熱海市に必ず提出しておくことが前提となります。
※２　サービス利用があったにもかかわらず、サービス利用前に届出書が提出されていなければ居宅介護支援費及び介護予防支援費は請求できません。
※３　上記※１・※２の場合、届出書の遡りの受付は行いません。
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認定の見込 計画作成依頼届 認定審査結果

サービス利用前までに、居
宅の届出書が必要

要介護１以上の結果が
見込める被保険者

届出書が不要
（以前より包括で届出がさ
れているため。）

要支援１または２の結果
が見込める被保険者

包  括…各地域包括支援センター 
居  宅…居宅介護支援事業所 


